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「2024 改正地域別最低賃金周知キャンペーン行動」 

  

 

 

   

 
10月 28日（月）「2024改正地域別最低賃金周知キャン 

ペーン行動」を岩手生協 coopアテルイの店舗前で行いまし 

た。 

10月 27日から、岩手県の１時間当たりの最低賃金が 952 

円に変わりました。これは昨年度に比べて 59円のアップに 

なります。これは全国 2番目の引き上げ額です。これにより、 

宮城県や東京都との賃金額差が 9円縮まりました。 

最低賃金はパートタイマーや学生アルバイト、臨時雇用 

など、多くの方々の賃金に影響を与えます。パートタイマー 

の平均労働時間は月 87時間と言われています。賃金額差が 

縮まったとはいえ、東京都とは１時間あたり 211円の差。 

月 87時間で計算すると 18,000円以上の差が出てしまいます。 

若者を中心に、県外、首都圏への人口流出、労働力流出が 

心配されます。 

連合岩手は、来年秋に最低賃金１，０００円必達を最低条件と、 

都道府県間の賃金額差を縮めていくことなどを目指して運動

しています。 
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役員みんなで 

周知！周知！ 

最低賃金 ９５２円 
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